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岡山県浅口郡里庄町役場　〒719-0398  岡山県浅口郡里庄町大字里見1107－2　TEL.0865－64－3111
　　　　　　　　　　　　ホームページアドレス http://www.town.satosho.okayama.jp

里庄町立図書館　☎64ｰ6016　
開館時間▶９時～19時

〈児童書〉『あの日、僕らは戦場で 少年兵の告白』

〈一般書〉 
しまたけひと／著　双葉社

　青森県八戸市から福島県相馬市までの海岸沿いの自然遊歩道700キロを一つにつなげ、
歩いて震災からの復興を目指す東北の自然と文化を巡る「みちのく潮風トレイル」。3人の登
場人物が「みちのく潮風トレイル」を40日間かけて歩きます。東北の雄大な自然を見て、地元
の人と話して、おいしい物を食べて、温泉に浸かり、時には泣き、時には被災地を「観光」す
ることに迷いを感じながらも、ひたすら歩き続けるコミック。

『みちのくにみちつくる』全2巻

 4月からこどもの定例行事の曜日・開始時間が変更されました

1歳になりました

だより図書館

図書館からの

お知らせ

開閉館時間変更のお知らせ

お誕生日おめでとう　
元気一杯の仲良し兄弟
でいてね♡
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１歳おめでとう♡双子
の姉に負けず、元気で
たくましく育ってね！

里庄町立図書館では、4月1日から11月末まで開閉館時間が
午前9時～午後7時まで（日・祝日は午後5時で閉館）となります。

おはなし会は第一日曜日午前10時30分～ 11時30分。対象はこれまでの「幼児～小学生」から
「年齢を問わずだれでも参加可能」に変更します。
親子で楽しむおはなし会は曜日は変わらず第一・三木曜日ですが、開催時間が午前10時30分～
午前11時30分になります。おたのしみ会の開催時間も午前10時30分～午前11時30分になります。
ホームページ、図書館だより等でご確認ください。

◆詩歌鑑賞会
　６月４日（土）13：30～15：00

◆リサイクル市
　 ６月20日（月）～27日（月）
　 雑誌を放出します。（無料） 

◆親子で楽しむおはなし会
　５月19日（木）10：30～11：30（変更しました）

（変更しました）

ＮＨＫスペシャル制作班／著　新日本出版社
　沖縄の「護郷隊」を知っていますか？第二次大戦中、沖縄でアメリカ軍と戦うために組織
された10代の少年達の少年ゲリラ部隊です。戦後70年たった今、元少年兵達が、ゲリラ部
隊の凄惨な戦いの事実を語り出しました･･･。子どもを戦場へ駆り立てていった“戦争の狂
気”。少年達は戦場で何を見たのでしょうか？

で月４４

　来月号（６月号）には、平成27年５月生まれのお子さんの写真を掲載する予定です。該当の方にはご連絡します。
　詳しくは、企画商工課広報担当（☎64－3114）へお尋ねください。

◆おはなし会
　対象/幼児～一般（大人の方大歓迎です！）
　５月８日（日）10：30～11：30

◆カメリア読書会
　５月21日（土）13：30～15：00

いっちゃんお誕生日お
めでとう♡元気にすく
すく育ってね。
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　４月７日、「晴れの国おかやまデスティネーションキャ
ンペーン」で里庄町の特産品２品が「うめぇもん」に
認定され、里庄町役場町長応接室で認定証授与式が
行われました。

「うめぇもん」部門
  株式会社ケイエルシステム　まこもたけ直売所「まこもたけ」
  株式会社サンラヴィアン「岡山県産白桃カステラ」

　２社の商品は、岡山駅新幹線改札内の特設ショップ
にて販売されています。

　４月９日、里庄町武道館において里庄柔道・剣
道スポーツ教室開講式が行われました。
　本年度は、柔道スポーツ教室に44人、剣道スポ
ーツ教室に24人の小・中学生の子どもたちが教室
生となりました。教室生は、指導者からの休まず
練習に参加するための心得を真剣に聞いていました。

　３月23日、里庄老人福祉センターにおいて平成27年度
里庄虚空蔵大学学習発表会および閉講式が行われ、約
200人の方が参加しました。
　会場では「新大正琴」や「里ちゃん合唱団」によるス
テージ発表の他、「華道部」や「陶芸部」などの作品展
示も行われ、各々が１年間に学習してきた成果を存分に発
表しました。
　また、年８回開催された総合講座すべてに参加された
11人を代表し、高橋千代子さんに皆勤賞が送られました。
おめでとうございます。

１年間の学習成果の集大成
～平成27年度里庄虚空蔵大学学習発表会・閉講式～

里庄のうめぇもん
～第４回ふるさとあっ晴れ認定委員会　認定授与式～

心技体～仲間と励まし合って
～里庄柔道・剣道スポーツ教室開講式～

「あの道　この道　慣れた道　安全確認　もう一度」
～春の交通安全県民運動～

まちのわだい

 

　４月７日から４月11日にかけて、町内の幼稚
園・小学校・中学校において、入園式・入学
式が行われ、本年度は、254人の園児・児童・
生徒が入園・入学しました。
　新しい環境に期待と不安が入り交じりますが、
心と体の健康に十分気をつけて、楽しい幼稚
園・学校生活を送りましょう。

わくわくドキドキ新学期
～入学式・入園式～

 

　３月22日、平成27年国勢調査の調査員として活動
され、これまでに通算して３回以上国勢調査の調査
員としてご活躍いただいた７名の方に、里庄町役場町
長応接室で総務省統計局長感謝状の贈呈が行われま
した。長年のご功績に感謝の意を表しますとともに、
今後ますますのご活躍をお祈りします。
　受賞者は次のとおりです。（敬省略）
　稲田公子　大室万利子　岡本美知惠　岡本義昭
　　　定兼瀧子　　藤原德子　　竹内佳子　
　また、里庄町の平成27年国勢調査のインターネット
回答率（52.7％）が高かったことから、平成27年国
勢調査オンライン調査推進に係る統計局長表彰をい
ただきました。これもひとえに町民皆様にご協力いた
だいたおかげです。ありがとうございました。

長年の功労に感謝いたします
～平成27年国勢調査感謝状贈呈式～

　４月６日から４月15日にかけて春の交通安全県
民運動が行われました。
　６日には町内12か所で交通安全啓発活動が行
われ、里庄駅前で交通安全グッズが配布されま
した。８日には県道園井里庄線でマスコットレタ
ー作戦が行われ、中学生たちが、無事に帰るよ
う願いを込めたカエルのマスコットをドライバーに
手渡しました。また、「フロイデ」電動中ホール
で交通安全教室が開催され、多くの町民の方が
玉島警察署シルバーセーフティサポーターによる
交通安全劇などで楽しく交通マナーを学びました。
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S a t o s h o  S p o r t s  N e w s里庄スポーツだより

まちのわだい

　４月９日、発達につまずきを感じる子どもをもつ保護
者同士の親睦を図ることを目的に、発達障がい者（児）
親の会「そらいろ」が設立されました。
　会員11人でスタートした発達障がい者（児）親の会

「そらいろ」は、月１回の勉強会、クリスマス会および
親睦旅行などの行事を予定しています。
　入会希望の方は、社会福祉協議会（☎64－7218）
にお尋ねください。

ひとりで悩まないで
～発達障がい者（児）親の会「そらいろ」設立～

第37回　
倉敷西ライオンズクラブ少年剣道大会

■開催日  ／３月20日（日）
■場   所／玉島武道館全館
■大会結果／［個人戦］小学生２年生の部
　　　　　　　　　第３位　藤原　愛斗 さん
　　　　  ［会長賞］森元　喜妃 さん

■開催日  ／４月９日（土）および４月16日（土）
■場   所／里庄町野球場
■大会結果／第41回 岡山県学童軟式野球選手権大会 井笠地区予選会
　　　　　［優勝］ 　　　　　　 　里庄町少年野球クラブ

　　　　　平成28年度 井笠地区春季少年野球大会
　　　　　［優勝］里庄町少年野球クラブ

第26回
木之子イーグルス杯争奪少年野球大会
（木之子イーグルス杯Ａ）

■開催日／４月10日（日）
■場　所／木之子イーグルス河川敷グラウンド
■大会結果／［ブロック優勝］里庄町少年野球クラブ

第41回 岡山県学童軟式野球選手権大会 井笠地区予選会
兼 平成28年度井笠地区春季少年野球大会

　４月５日、高齢者を対象とした観桜会が里庄町老人福祉
センター前広場で開催されました。
　天候に恵まれ、３年ぶりに青空のもとでの花見となりま
した。満開の桜の下で仲間と食べるお弁当の味は格別で
すね。

花もだんごも～仲間と楽しくおいしい時間
～高齢者観桜会～

日 時 区 域６月２日（木）　５時～10時 虚空蔵山系（75ヘクタール）

松食い虫 予防薬剤 空中散布

～選ばれるまち“里庄”を目指して～

　日本の人口は、2008年をピークとして人口減少社会に
突入し、このままで推移すると2060年に約8,700万人まで
減少するとされています。
　そうした中、国においては、急速に進む人口減少、過
度な東京一極集中の課題に対して関係機関が一体となっ
て取り組む動きが進められています。
　これを受けて、里庄町でも、産業界・大学・教育関係・
金融機関・労働関係・言論界・医療機関を代表する方々や
まちづくりに主体的に関わっている方々からなる里庄町まち・
ひと・しごと創生総合戦略有識者会議、議会等からご意見
をいただき、３月29日に「里庄町人口ビジョン」および

「里庄町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。

里庄町の人口の将来展望「2060年11,000人を維持」
　里庄町では、1990年に１万人を超え、その後20年間にわた
り１万人台で人口を維持し、近年では１万1,000人前後で推移し
ていますが、平成25年３月推計の国立社会保障・人口問題研
究所によると、2035年には人口１万人を割り込み、人口減少
を迎えるといった推計も出ています。
　里庄町では、出生率の改善と転出を抑制し転入を促進する
ことで、2060年に人口11,000人の維持を目標としています。

●若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえる (自然減対策)

●魅力あるまちをつくり、人口流入を促進する (社会減対策)

●地域の経済を振興し、安心して働けるようにする (しごとづくり)

●地域力を向上させ、安全安心な暮らしを実現し、地域の課題を解決する (地域活力の維持)

問合せ先  農林建設課　☎64ー721５　

　※前日および当日が天候不良の場合は順延します。
　※当日、林道虚空蔵清水線は一時通行止めになります。散布区域への立ち入りを禁止しますので、ご協力をお願いします。

　今後は、本町の強みを活かしながら、人口減少の克服と持続的な発展に向け、戦略に掲げる
実効性のある施策を推進していき、選ばれるまち“里庄”を目指して、引き続き町民の皆様とと
もにまちづくりを進めてまいります。
　なお、「里庄町人口ビジョン」および「里庄町まち・ひと・しごと創生総合戦略」は町ホーム
ページに掲載しています。ぜひご覧ください。 ▶▶問合せ先　企画商工課　☎６４－３１１４

里庄町まち・ひと・しごと創生総合戦略における４つの基本目標
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里庄町人口ビジョンおよび
　里庄町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定しました

県大会出場決定
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年金生活者等支援臨時福祉給付金
「里庄町不妊治療支援事業助成金制度」

が拡充されました

〈変更点〉

〈拡充後の制度が適応される方〉

聴覚や言語に障がいのある方のための
「緊急通報システムＮＥＴ１１９」の運用を始めます。

〈注意事項〉

平成28年４月１日から
　「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者の
方を支援するために「高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）」を支給します。
　支給要件に該当する可能性のある方には、４月28日に申請書を送付していますので、次のとおり申請
をお願いします。
　なお、あくまでも支給要件に該当する可能性のある方に申請書を送付していますので、申請後の審査
の結果によっては、支給の対象とならない場合があります。

　平成27年度臨時福祉給付金（※申請受付は終了しています。）の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳
以上となる方（昭和27年４月１日以前に生まれた方）が対象です。
　対象者には、里庄町から給付金を支給します。

　里庄町では、不妊に悩む方に対し、治療にかかる経済的負担を軽減する目的で助成金を支給
しています。
　平成２８年４月１日から、以下のとおり制度が拡充されましたので、お知らせします。

平成２８年４月１日以降に治療費の支払いを終了した方
（申請日が４月１日以降でも、治療費の支払いが３月３１日までに終了した方は、拡充後の制度は適応されません。）

　現在、里庄町では笠岡地区消防組合と連携して、今年度新たに聴覚や言語の障がいによ
り、音声による１１９番通報が困難な方のために、スマートフォン・携帯電話のメール機能を利
用して、１１９番通報を可能にする「緊急通報システムＮＥＴ１１９」の運用を始めることとして
います。
　このシステムは、無料の行政サービスとして行いますが、その利用にはメールアドレスを含
む事前登録が必要となります。
　聴覚や言語の障がいのある方については、事前登録案内を里庄町健康福祉課から直接お
知らせする予定です。
　具体的な運用開始日については、後日決定次第、里庄町健康福祉課及び笠岡地区消防組
合のホームページでお知らせします。なお、事前登録された方には直接お知らせします。

①平成27年１月１日に里庄町に住民登録されている方
　※平成27年１月２日以降に里庄町から転出された方も含みます。
②平成27年度の住民税が課税されていない方
　※ただし、住民税が課税されている方に扶養されている場合や生活保護を受給している場合などは対象外となります。

高齢者
向け

支給対象者

支 給 額

申請方法

申請期間

問合せ先

給付金を装った「振り込め詐欺」にご注意ください！！
○里庄町や厚生労働省などがＡＴＭ（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の
　操作をお願いすることは、絶対にありません。　
○ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んで
　もらうことは絶対にできません。

○平成２７年度臨時福祉給付金支給対象者

　１人につき３０，０００円（１回限りの支給となります）

　申請書に必要事項を記入、押印（必要な方は確認書類を添付）の上、同封の返信用封筒により郵送で申請
するか、里庄町役場庁舎１階に設けた「年金生活者等支援臨時福祉給付金受付窓口」で申請してください。
なお、受付窓口については、状況により場所を変更する場合があります。

　平成28年５月１日（日）～平成28年８月１日（月）
　（郵送で申請の場合は、平成28年８月１日消印有効）
　※受付期間を過ぎた場合は、申請を受け付けできませんので、ご注意ください。

助成の対象となる人

助成の対象となる治療

助成金支給の回数・上限額

子どもの出生順位は問わない

一対象者あたり１０回まで

４月１日から

第１子を対象とした
治療を受けた人

一対象者３回限り、
６０万円まで

特定不妊治療（体外受精、
顕微授精）のみ

これまで

里庄町健康福祉課　
里庄町町民課（税務担当）
厚生労働省専用ダイヤル　

○申請に関すること
○住民税に関すること
○制度に関すること

☎64－7211　　　　平日　９時～17時15分
☎64－3113　　　　平日　９時～17時15分
☎0570－037－092　平日　９時～18時

里庄町役場庁舎１階
「年金生活者等支援臨時福祉給付金受付窓口」　８時３０分～１６時（土日祝日を除く）

※第２子以降を対象とした治療も
　対象となります

特定不妊治療（体外受精、顕微授精）と
男性特定不妊治療（特定不妊治療の
一環として行われる場合）
※治療の中止等の理由により、特定不妊治療
　費助成の対象とならない場合でも、行った
　男性特定不妊治療が助成対象となります

上記の表以外にも、助成対象となる人や治療の要件があります。

〈問合せ先〉健康福祉課　☎６４－７２１１

問合せ先 里庄町健康福祉課　☎６４－７２１１
笠岡地区消防組合通信指令課　☎６３－７１２５
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■住宅ローン控除の適用期限の延長、控除限度額の拡充

平成28年度　町県民税（住民税）主な改正のお知らせ

夜間納付相談窓口を開設

　所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額を町県民税から控除す
る住宅ローン控除について、平成29年12月31日までが対象となっていた適用期限が平成31年６月30
日まで延長されました。
　また、平成26年４月以降に居住を開始した場合で、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税等の
税率が８％または10％の場合には、控除限度額を次のとおり拡充します。それ以外の場合は所得税の課
税総所得金額等の５％（97,500円が限度）です。

　日中に役場へ来庁できない方を対象に、夜間に町税や保険料の納付
および納付相談の窓口を開設します。この機会にぜひご利用ください。
　※納付相談には、収支が分かるものと印鑑を必ずお持ちください。

　納期限内に納付した方との公平性を保つため、次のような措置がとられます。
　法律に基づき、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。
　このほか、納付相談のない人や納付約束を守らない人などに対しては、法律に基づき、やむを得ず財
産（不動産・貯金・給与など）を差し押さえ、取り立てや公売などを行い、滞納税額等に充てる場合があり
ます。差し押さえになると、大切な財産を失うだけでなく、社会的な信用を失うことにもなりかねません。

　年金支払金額や所得控除の適用状況の変化に伴い、年税額が前年度の額よりも大きく変動した場合
には、本徴収額（10月、12月、翌年２月）と仮徴収額（４月、６月、８月）に差が生じることとなります。いっ
たん本徴収額と仮徴収額に差が生じた場合、翌年度の仮徴収額は前年度の本徴収額（２月徴収額）とさ
れていることから、翌年度以降も不均衡を解消することができず、特に不均衡が極端な場合には、仮徴
収額が年税額を超えてしまい、還付が生じることとなっていました。

　そこで、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額（仮徴収額）を、「前年度分の公的
年金等に係る所得割額と均等割額の合算額（年税額）の２分の１に相当する額とする」
こととされました。
　また、転出または税額変更があった場合には、特別徴収が停止（中止）され、普通徴収へ切り替わるこ
ととされていましたが、一定の要件のもと、特別徴収を継続することとされました。
　平成28年10月１日以降に実施される特別徴収から適用されます。

■ふるさと納税の控除額の拡充と手続きの簡素化

■公的年金からの特別徴収制度の見直し

居住開始日

平成26年３月31日まで

平成26年４月１日～
平成31年６月30日

所得税の課税総所得金額等の５％
（97,500円が限度）

所得税の課税総所得金額等の７％
（136,500円が限度）

控除限度額

町県民税適用課税年度

現　行

改正後

平成27年度まで

平成28年度以降

（寄附金額－2,000円）×【90％－（0～40％（所得税の限界税率）
×1.021）（※１）】×特例控除割合（※２）

（寄附金額－2,000円）×【90％－（0～45％（所得税の限界税率）
×1.021）（※１）】×特例控除割合（※２）

ふるさと納税の特例控除額の算定方法

っておきたい税情報知知

軽自動車税（全期）
介護保険料（第１期）
…納期限５月31日（火）

５月の納税

〇所得税の最高税率引き上げに伴い、ふるさと納税の特例控除額の算定方法が次のとおり変わります。

（※１）平成25年分から2.1％の復興特別所得税が創設されたことに伴い、平成26年度から平成50年度まで所得税の
　　　限界税率に復興特別所得税を乗じて得た率となります。
（※２）特例控除割合は、町民税５分の３、県民税５分の２です。

（注意事項）
　ふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年４月１日以降に行う「ふるさと納税」が対象です。

〇確定申告不要の給与所得者等が、ふるさと納税を行った場合、寄附金控除の適用を確定申告不要で
　受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
　この特例を利用した場合、これまでの町県民税の寄附金控除に加え、所得税の軽減相当額も含めた
　控除額が、翌年度の町県民税から控除されます。この場合、所得税からの控除は受けられません。

日　時

町税等を滞納すると

　口座振替は、指定した預貯金口座から、自動的に振替納付されるもので、金融機関に納めに行く手間
が省け、納め忘れの心配もなく、大変便利で安心な制度です。また、手数料などは一切かからないうえ、
一度申込みをすると毎年継続されます。
　口座振替依頼書は役場町民課（税務）窓口の他、金融機関にございます。
　町税は、福祉や医療、教育、道路といった皆さんの身近な行政サービスの財源となるものです。町税
を有効に使うためにも納期限内の納付にご協力をお願いします。

 口座振替が便利です

５月１８日㈬、５月１９日㈭ １７時１５分～２０時

里庄町役場１階町民課（税務）窓口

町民課（税務担当） ☎６４－３１１３

場　所

問合せ先

ワンストップ特例制度の対象とならない方
・確定申告をする必要のある事業所得（営業、農業、不動産）がある
・年末調整をうけていない給与所得がある
・２カ所以上からの給与の支払いを受けている
・寄附をした自治体の数が６団体以上ある
・所得税の確定申告や町県民税申告をした　など

問合せ先
町民課（税務担当）
☎64‒3113
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◆事業内容
　○介護保険住宅改修費の上乗せ補助を行います。
　　•助成対象者が居住する住宅の改修費のうち、助成対象工事費の３分の２を助成します。
　　　助成金額は33万３千円が限度です。
◆利用対象者
　介護保険の要介護認定結果が要支援又は要介護の認定を受けた方で、市町村民税が非課税で、
　世帯全員が町税等の滞納がない方。

◆利用負担額　工事費のうち、町からの助成金額を除いた額。

◆その他　介護保険での住宅改修費による給付事業の上乗せ補助としています。

既供用開始区域
今回供用開始区域
（H28.３.31）

浅口市

笠岡市

　下水道の使用水量は、原則として水道の使用量に基づいて算出されますが、井戸などの地下水を利用
している場合は、その使用水量を認定することになります。
　下水道使用料は、水道料金と同時に納付していただくようになります。
　詳しくは、里庄町ホームページ【http://www.town.satosho.okayama.jp/】をご覧いただくか、上下
水道課（☎64－3115）へお尋ねください。

【使用できるようになった区域】
干瓜、宮地、駅前、有井、屋中、殿迫地区のそれぞれ一部

下水道への接続はすみやかに

排水設備工事は指定工事店で

　公共下水道は、平成27年度末で普及率59％、水洗化率69％となり、町内の約41％の方が利用されて
います。公共下水道への接続に一層のご協力をいただき、供用が開始された場合には、すみやかに排水
設備の工事をお願いいたします。
　くみ取り式トイレをご使用の方は、３年以内に水洗トイレに改造することが義務づけられています。また、
合併浄化槽をご使用の方は浄化槽を廃止して、できるだけ早く公共下水道へ接続してください。
　「環境保全・回復」という下水道の役割を十分理解していただき、水洗化による快適な生活を確保する
ため、皆様のご協力をお願いします。

受益者負担金

　受益者負担金は、下水道の供用開始区域内のすべての土地が賦課対象になり、土地の面積に応じて
１平方メートルあたり750円の負担をしていただくことになります。（ただし、農地や山林などの場合は、申
請により徴収猶予を受けることができます。）
　負担金の納入方法は、分割納付と一括納付があります。

　○分割納付…負担金の納付期間は３年間とし、１年を４期に分け、12回で納付。

　○一括納付…各年度の最初の納期（第１期）に１年分あるいは２，３年分をあわせて納付。
　　　　　　　納付額に報奨率（最高12％）を乗じて得た額が報奨金として交付されます。 

下水道使用料下水道使用料

　下水道使用料は、使用水量に応じて算出されます。

　排水設備工事を行うときは、必ず里庄町が指定した「指定工事店」へお申し込みください。
　「指定工事店」は基準にあった設備をつくるために必要な技術を習得しています。「指定工事店」以外
のところでは工事ができません。

排除した汚水の量（1か月あたり） 使用料／１立方メートルにつき

５０立方メートルまで １６２円（税込み）

５０立方メートルを超えるもの １６７．４円（税込み）

 ◆条件
　①責任技術者が１人以上専属していること
　②工事の施工に必要な設備及び器材を有していること
　③岡山県内に事業所があること
　④市町村税の滞納がないこと
　⑤欠格要因に該当しないこと

◆登録手数料　１件につき１０，０００円
　※申請に必要な書類は、ホームページからダウンロードできます。
　　（http://www.town.satosho.okayama.jp）

◆申込み・問合せ先
　上下水道課　　☎６４－３１１５　

公共下水道 使用できる区域が拡大

排水設備指定工事店 募集
６月１日水から６月30日木まで

（土・日を除く８時30分～17時15分）

受付期間
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　④市町村税の滞納がないこと
　⑤欠格要因に該当しないこと

◆登録手数料　１件につき１０，０００円
　※申請に必要な書類は、ホームページからダウンロードできます。
　　（http://www.town.satosho.okayama.jp）

◆申込み・問合せ先
　上下水道課　　☎６４－３１１５　

公共下水道 使用できる区域が拡大

排水設備指定工事店 募集
６月１日水から６月30日木まで

（土・日を除く８時30分～17時15分）

受付期間
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５月10日～９月10日は「大気汚染防止夏期対策期間」です

微小粒子状物質（PM2.5）について

 

　夏季になると日差しが強く、気温が高くなるので光化学オキシダント濃度が上昇しやす
くなります。このため、岡山県では、特に光化学オキシダントが多く発生する５月10日～
９月10日までの４か月間を「大気汚染防止夏期対策期間」とし、期間中は、工場や自動車か
ら排出される原因物質の削減を呼びかけています。

　光化学オキシダントとは、気温が高く風が弱い
日中に、自動車の排気ガスや工場の煙などに含ま
れる大気汚染物質が、太陽の強い紫外線を受け発
生します。濃度が高くなると、目がチカチカしたり
息苦しくなるなど、健康被害が発生することがあ
ります。

光化学オキシダントとは

　健康被害を受けたら、屋外での運動を控え、室内に入って安静にしてください。特に、子ど
もや高齢者は注意が必要です。

　携帯電話等のメールアドレスを登録された方に、光化学オキシダント注意報等の発令情
報を配信するサービスがありますので、ぜひご利用ください。なお、サービスの利用は無料
ですが、通信料は利用者負担となります。

　インターネットやテレホンサービスを利用して、情報や注意報等の発令情報を確認でき
ます。
◆パソコンアドレス　
◆携帯電話アドレス  
◆テレホンサービス　☎086－298－3434（情報や注意報等の発令状況のみ）

光化学オキシダント注意報等のメール配信サービス

発令情報の確認

　大気中に漂う直径2.5 マイクロメートル（１マイクロメートル＝0.001 ミリメートル）以下
の小さな粒子のことです。PM2.5 は直径が非常に小さいため（髪の毛の太さの30分の１）、
肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系、循環器系への影響が懸念されています。

＊微小粒子状物質（PM2.5）とは

　岡山県では、PM2.5 が県南部の一般環境大気測定局の２局以上で、早朝（午前５時～
午前７時）の１時間値の平均値が 85 マイクログラム／ m3 を超過したとき、または県南部
の一般環境大気測定局の1局以上で午前５時から正午までの１時間値の平均値が 80 マイク
ログラム／ m3 を超過したとき、県南部に注意喚起を行います。ただし、測定値が明らかに下
降傾向である場合は、注意喚起を行いません。なお、注意喚起に解除はなく、発表された日は
一日適切な行動をすることが望ましいとされています。

＊濃度が高くなった場合

・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
・室内の換気や窓の開閉を必要最小限にする。
・呼吸器系や循環器系疾患のある方や、小児、高齢者の方は体調に応じてより慎重に行動する。

＊注意喚起が行われたら

　岡山県では、PM2.5 の注意喚起を行った場合に「おかやま防災情報メール」でお知らせす
るメール配信サービスを行っていますので、ぜひご利用ください。なお、メール配信の登録は
無料ですが、通信料等は利用者負担となります。
●おかやま防災ポータル　http://www.bousai.pref.okayama.jp/bousai/

＊PM2.5の注意喚起情報メールサービス

光化学

◆パソコン・携帯電話用登録サイト
　http://homepage2.nifty.com/okayamataiki/mail/touroku.htm

◆町民課（住民担当）　☎64－3112
◆岡山県環境管理課　☎086－226－7302
　※土・日・祝日は ☎086－298－3437

　次のホームページで、県内の PM2.5 の状況を確認できます。
　○岡山県ホームページ　http://homepage2.nifty.com/okayamataiki/top.html
　○環境省大気汚染物質広域監視システム（そらまめ君）　http://soramame.taiki.go.jp/

＊PM2.5の状況（速報数値等）

問合せ先

【QRコード】

http://homepage2.nifty.com/okayamataiki/top.html
http://homepage2.nifty.com/okayamataiki/Jiho/OyWbMMenu.htm

弁護士　岡靖隆（岡山弁護士会所属）

笠岡市中央町３６－１【３階】

★本号発行日から今年の６月末まで相談料は無料です
※ただし、初回相談でお一人４０分まで

TEL:０８６５－７５－０２８４
※電話での事前予約をお願いいたします。

★お気軽にご相談ください。

備中綜合法律事務所

広 告 広 告

ご注意
ください！ オキシダント

健康被害を受けたら
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エスペランサ
トーク＆コンサート

ESPERANZA（エスペランサ）は、2001年7月テレビ放映をきっかけに、奥田
りょうこ（フルート＆オカリナ）と夫である奥田勝彦（ベース＆アレンジ）で結成。
2001年からはじめたエスペランサのトーク＆コンサート活動は、年々全国へと
広がり、2013年沖縄公演を経て全国47都道府県開催を達成。1000回を超
えるコンサートでは、夢と希望、愛と幸せ、そして感謝を伝えている。エスペラ
ンサの音の世界は「心が浄化される空間」と評価され、ふんわりとやわらかな
トークは明日への希望を感じさせる。

会 

場

日 

時

平成２８年

開演：午後２時　終演：午後３時３０分

里庄総合文化ホール
「フロイデ」電動中ホール

言葉がつなぐ人と人～未来をくれためぐり逢い～

里庄町婦人会 男女共同参画・人権研修会

法務省委託事業

入場無料
町内外、男女問わず
参加できます。

【プロフィール】

問合せ先　　里庄町婦人会事務局（里庄町中央公民館内）☎64―7219

演題

５月２９日（日） ♪
♬
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問合せ先 里庄町社会福祉協議会 ☎64－7218

子育て支援ボランティア募集中!!「託児サービス（一時預かり）」しています「託児サービス（一時預かり）」しています

16SATOSHO17 SATOSHO

日　時：５月24日（火） 11：00～（30分程度）
場　所：里庄町中央公民館（老人福祉センター）
　　 　２階　児童室
※誕生月でないお子さんも楽しめる内容に
　なっております

５月お誕生日会 申込不要

行事のお知らせ行事のお知らせ

「普通のもの忘れ」とは？
　・体験の出来事の一部を忘れるが、体験のほかの記憶から忘れた部分を思い出すことができる。
　・人や時間・場所までわからなくなることはない。

「認知症の症状としてのもの忘れ」とは？
　・体験や出来事自体を忘れてしまうため、ヒントがあっても思い出すことができない。
　・もの忘れをしている自覚がない。
　・人や時間・場所までわからなくなる事がある。

　現在、認知症は早期に治療することで進行を抑えることができるほか、認知症の種類によっ
ては改善する事もあります。
　里庄町地域包括支援センターでは「もの忘れチェック」を毎月１回、定期的に実施しています。
ご希望の方は里庄町地域包括支援センターまでお申し込みください。

地域包括支援センター
だ よ り

最近、もの忘れが目立つようになってきたということはありませんか。
もの忘れには「普通のもの忘れ」と
　　　　　 「認知症の症状としてのもの忘れ」があります。

みんな
おいで

よ！

★「もの忘れチェック」は早期にもの忘れ傾向を捉えることができます★

■乳児健診
　５月18日㈬13：00～13：45 健康福祉センター
　対 象 児　Ｈ27.12月～Ｈ28.2月生まれ
　携 行 品　母子健康手帳

■１歳児健診
　５月18日㈬13：45～14：15 健康福祉センター
　対 象 児　Ｈ27.５月生まれ
　携 行 品　母子健康手帳

■２歳児・２歳６カ月・４歳児歯科健診、フッ素塗布
　５月18日㈬13：00～14：00 健康福祉センター
　携 行 品　母子健康手帳

■愛育委員会総会
　５月25日㈬14：00～16：00 健康福祉センター

■健康体操教室
　５月27日㈮13：00～15：00 健康福祉センター

■もの忘れ相談・認知症介護者の会
　６月１日㈬10：00～12：00 健康福祉センター

■保育相談
　６月１日㈬13：30～15：00 健康福祉センター
　携 行 品　母子健康手帳

■肩こり、腰痛相談、リハビリ
　６月８日㈬13：00～14：30 健康福祉センター
　担 　 当　馬越医師、田理学療法士
　携 行 品　健康手帳

■心の健康相談
　６月９日㈭10：00～12：00 健康福祉センター
　担 　 当　和迩医師
　携 行 品　健康手帳

■にこにこヘルスアップ教室
　５月24日㈫10：00～14：00 健康福祉センター
　６月14日㈫10：00～14：00 健康福祉センター

親子でリフレッシュ　親子ヨガ 申込必要

日　時：５月30日（月）10：30～11：30
場　所：里庄町老人福祉センター
　　 　１階　大広間
内　容：小さなお子さんでも親子で取り組めるヨガ体験
　　　（参加人数によっては０歳～２歳、２歳以上
　　　 に時間を区切って行う場合があります）
定　員：30名　
参加費：無 料
持参物：水分補給できる物、汗ふきタオル、
　　　 あればバスタオルかヨガマット
締　切：５月23日（月）
※子育てひろばは９：30～開催しています

★託児なし

日　時：６月３日（金）10：00～11：00
場　所：里庄町中央公民館（老人福祉センター）
　　 　２階　茶室（和室）
内　容：親子でお抹茶を楽しむ！  
参加費：無 料

お楽しみ会  おちゃごっこ 申込不要

★託児なし

お楽しみ会  “うちわ”を作ろう！ 申込不要

日　時：６月17日（金）９：30～12：00
場　所：里庄町中央公民館（老人福祉センター）
　　 　２階　児童室
内　容：簡単なクラフト作り（うちわを作る）
参加費：無料
※汚れてもいい服装でお越しください

★託児なし

日　時：５月20日（金）９：30～11：30
場　所：里庄町中央公民館（老人福祉センター）
　　 　２階　児童室
内　容：プラパンで手形キーホルダーを作る
参加費：無 料
※汚れてもいい服装でお越しください

親子で楽しもう  
プラパンで手形キーホルダーを作ろう

申込不要

★託児なし

５月８日（浅口市）上田内科クリニック

５月15日（浅口市）鴨方クリニック

５月22日（浅口市）ナガヒロ医院

５月29日（里庄町）鴨方整形外科

☎（０８６５）４4－3147

☎（０８６５）４4－2602

☎（０８６５）４4－5665

☎（０８６５）４4－6252

６月５日（浅口市）高山医院

６月12日（浅口市）金光病院

６月19日（浅口市）鴨方第一胃腸科外科医院

６月26日（浅口市）くにもと内科小児科医院

☎（０８６５）４4－2332

☎（０８６５）４2－3211

☎（０８６５）４４－8111

☎（０８６５）44－9565

休日当番医 ※休日当番医の診療時間は9：00～17：00です。

子育てひろば子育てひろば のお知らせ“げんキッ“げんキッ“げんキッ“げんキッ“げんキッ“げんキッ子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば ズズ“げんキッズ”“げんキッズ”“げんキッズ”
健康福祉センター（里庄町健康福祉課）
☎64-7211電

話
メ
モ

備中保健所井笠支所（備中県民局井笠地域事務所）
☎69-1675健康だより

講習会　消しゴムはんこ作り 申込必要

★託児なし日　時：５月25日（水）13：30～15：00
場　所：里庄町中央公民館（老人福祉センター）
　　 　２階　実習室
内　容：消しゴムを使ってオリジナルはんこを作る
定　員：15名　
参加費：400円（材料代）
締　切：５月18日（水）

○開催日　毎週月・火・水・木・金曜日
　　　　　（ただし、祝日・盆・年末年始を除く）
　　　　　警報発令時はお休み
○開催場所　里庄町中央公民館（老人福祉センター）２階  児童室

○開催時間　午前の部　 ９：30 ～ 12：00
　　　　　午後の部　13：00 ～ 15：30
　　　　　※昼休憩　12：00 ～ 13：00
　　　　　（昼食は別室を用意しています）

※日時は申し込みの際に決定します。問合せ先：地域包括支援センター ☎64－7232

（一時預かり）（一時預かり）（一時預かり）（一時預かり）（一時預かり）（一時預かり）

無 料場 所

対象者

料 金
内 容

里庄町健康福祉センター
タッチパネルパソコンを使った問診（５分程度）
＊結果によってさらに詳しい検査（20分程度）
　を受けていただくこともあります。

65歳以上の介護保険の要介護認定を受けていない方
（ご家族からのご相談もお受けしています。）



問合せ先 里庄町社会福祉協議会 ☎64－7218

子育て支援ボランティア募集中!!「託児サービス（一時預かり）」しています「託児サービス（一時預かり）」しています

16SATOSHO17 SATOSHO

日　時：５月24日（火） 11：00～（30分程度）
場　所：里庄町中央公民館（老人福祉センター）
　　 　２階　児童室
※誕生月でないお子さんも楽しめる内容に
　なっております

５月お誕生日会 申込不要

行事のお知らせ行事のお知らせ

「普通のもの忘れ」とは？
　・体験の出来事の一部を忘れるが、体験のほかの記憶から忘れた部分を思い出すことができる。
　・人や時間・場所までわからなくなることはない。

「認知症の症状としてのもの忘れ」とは？
　・体験や出来事自体を忘れてしまうため、ヒントがあっても思い出すことができない。
　・もの忘れをしている自覚がない。
　・人や時間・場所までわからなくなる事がある。

　現在、認知症は早期に治療することで進行を抑えることができるほか、認知症の種類によっ
ては改善する事もあります。
　里庄町地域包括支援センターでは「もの忘れチェック」を毎月１回、定期的に実施しています。
ご希望の方は里庄町地域包括支援センターまでお申し込みください。

地域包括支援センター
だ よ り

最近、もの忘れが目立つようになってきたということはありませんか。
もの忘れには「普通のもの忘れ」と
　　　　　 「認知症の症状としてのもの忘れ」があります。

みんな
おいで

よ！

★「もの忘れチェック」は早期にもの忘れ傾向を捉えることができます★

■乳児健診
　５月18日㈬13：00～13：45 健康福祉センター
　対 象 児　Ｈ27.12月～Ｈ28.2月生まれ
　携 行 品　母子健康手帳

■１歳児健診
　５月18日㈬13：45～14：15 健康福祉センター
　対 象 児　Ｈ27.５月生まれ
　携 行 品　母子健康手帳

■２歳児・２歳６カ月・４歳児歯科健診、フッ素塗布
　５月18日㈬13：00～14：00 健康福祉センター
　携 行 品　母子健康手帳

■愛育委員会総会
　５月25日㈬14：00～16：00 健康福祉センター

■健康体操教室
　５月27日㈮13：00～15：00 健康福祉センター

■もの忘れ相談・認知症介護者の会
　６月１日㈬10：00～12：00 健康福祉センター

■保育相談
　６月１日㈬13：30～15：00 健康福祉センター
　携 行 品　母子健康手帳

■肩こり、腰痛相談、リハビリ
　６月８日㈬13：00～14：30 健康福祉センター
　担 　 当　馬越医師、田理学療法士
　携 行 品　健康手帳

■心の健康相談
　６月９日㈭10：00～12：00 健康福祉センター
　担 　 当　和迩医師
　携 行 品　健康手帳

■にこにこヘルスアップ教室
　５月24日㈫10：00～14：00 健康福祉センター
　６月14日㈫10：00～14：00 健康福祉センター

親子でリフレッシュ　親子ヨガ 申込必要

日　時：５月30日（月）10：30～11：30
場　所：里庄町老人福祉センター
　　 　１階　大広間
内　容：小さなお子さんでも親子で取り組めるヨガ体験
　　　（参加人数によっては０歳～２歳、２歳以上
　　　 に時間を区切って行う場合があります）
定　員：30名　
参加費：無 料
持参物：水分補給できる物、汗ふきタオル、
　　　 あればバスタオルかヨガマット
締　切：５月23日（月）
※子育てひろばは９：30～開催しています

★託児なし

日　時：６月３日（金）10：00～11：00
場　所：里庄町中央公民館（老人福祉センター）
　　 　２階　茶室（和室）
内　容：親子でお抹茶を楽しむ！  
参加費：無 料

お楽しみ会  おちゃごっこ 申込不要

★託児なし

お楽しみ会  “うちわ”を作ろう！ 申込不要

日　時：６月17日（金）９：30～12：00
場　所：里庄町中央公民館（老人福祉センター）
　　 　２階　児童室
内　容：簡単なクラフト作り（うちわを作る）
参加費：無料
※汚れてもいい服装でお越しください

★託児なし

日　時：５月20日（金）９：30～11：30
場　所：里庄町中央公民館（老人福祉センター）
　　 　２階　児童室
内　容：プラパンで手形キーホルダーを作る
参加費：無 料
※汚れてもいい服装でお越しください

親子で楽しもう  
プラパンで手形キーホルダーを作ろう

申込不要

★託児なし

５月８日（浅口市）上田内科クリニック

５月15日（浅口市）鴨方クリニック

５月22日（浅口市）ナガヒロ医院

５月29日（里庄町）鴨方整形外科

☎（０８６５）４4－3147

☎（０８６５）４4－2602

☎（０８６５）４4－5665

☎（０８６５）４4－6252

６月５日（浅口市）高山医院

６月12日（浅口市）金光病院

６月19日（浅口市）鴨方第一胃腸科外科医院

６月26日（浅口市）くにもと内科小児科医院

☎（０８６５）４4－2332

☎（０８６５）４2－3211

☎（０８６５）４４－8111

☎（０８６５）44－9565

休日当番医 ※休日当番医の診療時間は9：00～17：00です。

子育てひろば子育てひろば のお知らせ“げんキッ“げんキッ“げんキッ“げんキッ“げんキッ“げんキッ子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば ズズ“げんキッズ”“げんキッズ”“げんキッズ”
健康福祉センター（里庄町健康福祉課）
☎64-7211電

話
メ
モ

備中保健所井笠支所（備中県民局井笠地域事務所）
☎69-1675健康だより

講習会　消しゴムはんこ作り 申込必要

★託児なし日　時：５月25日（水）13：30～15：00
場　所：里庄町中央公民館（老人福祉センター）
　　 　２階　実習室
内　容：消しゴムを使ってオリジナルはんこを作る
定　員：15名　
参加費：400円（材料代）
締　切：５月18日（水）

○開催日　毎週月・火・水・木・金曜日
　　　　　（ただし、祝日・盆・年末年始を除く）
　　　　　警報発令時はお休み
○開催場所　里庄町中央公民館（老人福祉センター）２階  児童室

○開催時間　午前の部　 ９：30 ～ 12：00
　　　　　午後の部　13：00 ～ 15：30
　　　　　※昼休憩　12：00 ～ 13：00
　　　　　（昼食は別室を用意しています）

※日時は申し込みの際に決定します。問合せ先：地域包括支援センター ☎64－7232

（一時預かり）（一時預かり）（一時預かり）（一時預かり）（一時預かり）（一時預かり）

無 料場 所

対象者

料 金
内 容

里庄町健康福祉センター
タッチパネルパソコンを使った問診（５分程度）
＊結果によってさらに詳しい検査（20分程度）
　を受けていただくこともあります。

65歳以上の介護保険の要介護認定を受けていない方
（ご家族からのご相談もお受けしています。）



ら
れ
、
水
防
工
法
の
体
験
、
災
害
時

に
役
立
つ
情
報
が
学
べ
ま
す
。

　
災
害
時
に
活
動
す
る
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
・

車
両
も
大
集
合
し
ま
す
。

　
見
学
自
由
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
来

場
く
だ
さ
い
。

●
日

　
　時
　
５
月
28
日
㈯

　
９
時
〜
12
時
（
雨
天
決
行
）

●
会

　
　場

　
高
梁
川
左
岸
河
川
敷

　
総
社
市
真
壁
地
先

　（
総
社
大
橋
上
流
）

●
問
合
せ
先

　
国
土
交
通
省
中
国
整
備
局

　
岡
山
河
川
事
務
所
　
防
災
情
報
課

　
☎
０
８
６―

２
２
３―

５
１
９
６

　
里
庄
町
で
は
、
弁
護
士
に
よ
る
無

料
法
律
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

法
律
問
題
で
お
悩
み
の
方
は
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
予
約
は
相
談
日
の
１
カ

月
前
か
ら
先
着
順
に
受
け
付
け
、
定

員
に
な
り
次
第
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

※

原
則
、
相
談
は
年
度
内
に
１
回
限

　
り
（
30
分
以
内
）
と
し
ま
す
。

●
開
設
日

 

６
月
28
日
㈫

●
開
設
時
間    

13
時
〜
16
時

●
対
象
者
　
町
内
に
在
住
の
方

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
企
画
商
工
課
　
☎
６
４―

３
１
１
４

　

　
平
成
28
年
７
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る

第
24
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
投
票

立
会
人
を
募
集
し
ま
す
。

●
応
募
資
格

　
町
内
に
居
住
し
、
里
庄
町
の
選
挙

　
人
名
簿
に
登
録
の
あ
る
方

※

平
成
28
年
６
月
19
日
以
降
に
公
示

　
さ
れ
る
国
政
選
挙
か
ら
選
挙
権
年

　
齢
が
18
歳
以
上
に
引
き
下
げ
ら
れ

　
ま
す
の
で
、
そ
の
方
々
も
含
み
ま
す
。

●
業
務
内
容

　
投
票
所
に
お
い
て
、
投
票
が
正
し

　
く
行
わ
れ
て
い
る
か
立
ち
会
っ
て

　
い
た
だ
き
ま
す
。

●
立
会
日
時

　
第
24
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の

　
投
票
日（
投
票
日
が
確
定
次
第
ホ
ー

　
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。）

　  

６
時
30
分
か
ら
18
時
30
分
頃
ま
で（
予
定
）

●
立
会
場
所

　

　
立
会
人
と
な
る
方
の
投
票
所

●
募
集
人
数

　
各
投
票
所
に
つ
き
３
名
（
計
21
名
）

※

応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
と

　
な
り
ま
す
。

●
報 

酬 

額

　日
額
１
２
，
０
０
０
円

●
応
募
方
法

　投
票
立
会
人
申
込
書
に
必
要
事
項
を

　
記
入
の
う
え
、ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※

「
投
票
立
会
人
申
込
書
」
は
、
里
庄
町

　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
里
庄
町

　
総
務
課
内
）
に
置
い
て
い
ま
す
。
ま

　
た
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

●
締

　
　切

　平
成
28
年
５
月
31
日
㈫

●
申
込
書
提
出
・
問
合
せ
先

　
里
庄
町
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　（
総
務
課
内
）　☎
６
４―

３
１
１
１

　
里
庄
町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
つ
ば
き
会
の
協
力
を

得
て
、
男
性
料
理
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

　
料
理
が
初
め
て
と
言
う
方
も
、
大

歓
迎
で
す
。
多
数
の
ご
応
募
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

●
日

　
　時
　
５
月
23
日
㈪

　
９
時
30
分
〜
12
時
30
分

●
場

　
　所

　
里
庄
町
福
祉
会
館
２
階
　
実
習
室

●
対
象
者

　
町
内
在
住
の
お
お
む
ね
60
歳
以
上

　
の
男
性

●
参
加
費
２
０
０
円
（
材
料
代
）

●
締
切
日
５
月
13
日
㈮
　
17
時
ま
で

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
里
庄
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
☎
６
４―

７
２
１
８

　高
め
よ
う  
ふ
る
さ
と
守
る  

防
災
意
識

　
災
害
発
生
時
の
活
動
が
間
近
で
見

お知らせのページ

まちの人口
（Ｈ28．3．31現在）

人口　　11,135人
（前月比  -31人）

男　　5,310人
女　　5,825人

世帯　4,363世帯
（前月比  ±０世帯）

里庄町の犯罪・交通事故発生状況（平成28年１月～３月累計）

そ
の
他
刑
法
犯

詐

欺

器
物
破
損

そ
の
他
の
盗
犯

金

属

盗

車
上
狙
い

オ
ー
ト
バ
イ
盗

自
転
車
盗

万

引

き

そ
の
他
侵
入
盗

事
務
所
荒
ら
し

出
店
荒
ら
し

空

き

巣

０１０６０００２００００ ０
0０１００00００００００

物
損
事
故

う
ち
死
亡
事
故

人
身
事
故

犯　　　　罪 交通事故
発 　 生

件 　 数

町 　 内
前 月 比
前 年 比

6 730

０－± ± ± ± ± － ± ± ± － ±± ＋ ±

± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ＋ ± ±

5 －13
０+ ±３ + 27

０ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 １ １ １

転 入  42人  出 生   ４人
転 出  70人  死 亡   ７人

ご

寄

附

の

お

礼

お

　礼

行
政
相
談・な
や
み
ご
と
相
談
所

（
無
料・予
約
不
要
）

里庄東駐在所　☎64－2110
里庄西駐在所　☎64－3110
玉島警察署　☎086－522－0110

パトロールさとしょうパトロールさとしょう 　３月には新庄グリーンクレストで車等を傷
つけられる器物損壊事件が発生しました。ま
た医療費の還付金詐欺も発生していますの
で、十分ご注意ください。

里
庄
町
正
規
職
員
募
集

ふ
る
さ
と
納
税
の
お
礼

夜
行
タ
ス
キ
寄
贈
の
お
礼

電
子
レ
ン
ジ
等
寄
贈
の
お
礼

男
性
料
理
教
室
参
加
者
募
集

投
票
立
会
人（
参
議
院
議
員

通
常
選
挙
）を
募
集
し
ま
す

無
料
法
律
相
談（
要
予
約
）

相

　談

募

　集

お
知
ら
せ

高
梁
川
総
合
水
防
演
習

●
日

　
　時

　
５
月
12
日
㈭
　
９
時
〜
12
時

　
６
月
１
日
㈬
　
９
時
〜
12
時

●
場

　
　所

　
里
庄
町
福
祉
会
館
２
階
　
研
修
室

●
相
談
内
容

　

　
い
じ
め
、Ｄ
Ｖ
、
隣
近
所
、
差
別
、

　
相
続
、
売
買
の
問
題
な
ど
、
ど
ん

　
な
こ
と
で
も
結
構
で
す
。

●
問
合
せ
先

　
企
画
商
工
課
☎
６
４―

３
１
１
４

　
次
の
方
々
か
ら
ご
寄
附
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

○
社
会
福
祉
協
議
会
へ

　
高
　
岡
　
　
　
髙
田
　
静
子
　
様

　
大
原
西
　
　
　
小
野
　
政
和
　
様

　
備
陽
美
術
協
会
　
　
　
　
　
　
様

　
大
原
西
　
　
　
平
野
　
節
子
　
様

　
浜
中
北
　
　
　
笠
原
　
近
幸
　
様

　
次
の
方
か
ら
ふ
る
さ
と
納
税
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

○
広
島
県
廿
日
市
市
在
住

　
中
川
　
朋
也
　
様
　
　
　
５
万
円

○
匿
名
希
望
の
方
　
　
　
　
５
万
円

　
い
た
だ
き
ま
し
た
ご
寄
附
は
潤
い

あ
る
町
づ
く
り
・
健
康
づ
く
り
事
業

　
次
の
と
お
り
里
庄
町
正
規
職
員

を
募
集
し
ま
す
。

●
職
種
お
よ
び
人
数

　
事
務
職
　
若
干
名

●
採
用
予
定
日

　
平
成
28
年
８
月
１
日
㈪

●
応
募
資
格

○
昭
和
61
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

　
れ
た
者

○
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
（
短

　
期
大
学
を
除
く
。）
を
卒
業
し
た
者

○
地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
欠
格
事

　
項
に
該
当
し
な
い
者

●
願
書
受
付
締
切

　平
成
28
年
５
月
20
日
㈮
　
17
時
必
着

●
試
験
日

　
平
成
28
年
６
月
５
日
㈰
　

※

試
験
日
程
に
つ
い
て
は
申
込
者
に

　
別
途
通
知
し
ま
す
。

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
総
務
課
　
☎
６
４―

３
１
１
１

　
天
満
屋
ス
ト
ア
労
働
組
合
か
ら
、

里
庄
町
「
四
つ
葉
の
家
」
へ
電
子
レ

ン
ジ
お
よ
び
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
寄
贈
い
た
だ
き
ま

し
た
電
子
レ
ン
ジ
等
は
、
お
菓
子
づ

く
り
な
ど
に
有
効
に
活
用
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
株
式
会
社
ト
マ
ト
銀
行
か
ら
、
町

へ
交
通
安
全
用
品
と
し
て
夜
行
タ
ス

キ
50
本
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
寄
贈

い
た
だ
き
ま
し
た
夜
行
タ
ス
キ
は
、

安
全
・
安
心
な
町
づ
く
り
の
た
め
有

効
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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ら
れ
、
水
防
工
法
の
体
験
、
災
害
時

に
役
立
つ
情
報
が
学
べ
ま
す
。

　
災
害
時
に
活
動
す
る
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
・

車
両
も
大
集
合
し
ま
す
。

　
見
学
自
由
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
来

場
く
だ
さ
い
。

●
日

　
　時
　
５
月
28
日
㈯

　
９
時
〜
12
時
（
雨
天
決
行
）

●
会

　
　場

　
高
梁
川
左
岸
河
川
敷

　
総
社
市
真
壁
地
先

　（
総
社
大
橋
上
流
）

●
問
合
せ
先

　
国
土
交
通
省
中
国
整
備
局

　
岡
山
河
川
事
務
所
　
防
災
情
報
課

　
☎
０
８
６―

２
２
３―

５
１
９
６

　
里
庄
町
で
は
、
弁
護
士
に
よ
る
無

料
法
律
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

法
律
問
題
で
お
悩
み
の
方
は
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
予
約
は
相
談
日
の
１
カ

月
前
か
ら
先
着
順
に
受
け
付
け
、
定

員
に
な
り
次
第
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

※

原
則
、
相
談
は
年
度
内
に
１
回
限

　
り
（
30
分
以
内
）
と
し
ま
す
。

●
開
設
日

 

６
月
28
日
㈫

●
開
設
時
間    

13
時
〜
16
時

●
対
象
者
　
町
内
に
在
住
の
方

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
企
画
商
工
課
　
☎
６
４―

３
１
１
４

　

　
平
成
28
年
７
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る

第
24
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
投
票

立
会
人
を
募
集
し
ま
す
。

●
応
募
資
格

　
町
内
に
居
住
し
、
里
庄
町
の
選
挙

　
人
名
簿
に
登
録
の
あ
る
方

※

平
成
28
年
６
月
19
日
以
降
に
公
示

　
さ
れ
る
国
政
選
挙
か
ら
選
挙
権
年

　
齢
が
18
歳
以
上
に
引
き
下
げ
ら
れ

　
ま
す
の
で
、
そ
の
方
々
も
含
み
ま
す
。

●
業
務
内
容

　
投
票
所
に
お
い
て
、
投
票
が
正
し

　
く
行
わ
れ
て
い
る
か
立
ち
会
っ
て

　
い
た
だ
き
ま
す
。

●
立
会
日
時

　
第
24
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の

　
投
票
日（
投
票
日
が
確
定
次
第
ホ
ー

　
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。）

　  

６
時
30
分
か
ら
18
時
30
分
頃
ま
で（
予
定
）

●
立
会
場
所

　

　
立
会
人
と
な
る
方
の
投
票
所

●
募
集
人
数

　
各
投
票
所
に
つ
き
３
名
（
計
21
名
）

※

応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
と

　
な
り
ま
す
。

●
報 

酬 

額

　日
額
１
２
，
０
０
０
円

●
応
募
方
法

　投
票
立
会
人
申
込
書
に
必
要
事
項
を

　
記
入
の
う
え
、ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※

「
投
票
立
会
人
申
込
書
」
は
、
里
庄
町

　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
里
庄
町

　
総
務
課
内
）
に
置
い
て
い
ま
す
。
ま

　
た
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

●
締

　
　切

　平
成
28
年
５
月
31
日
㈫

●
申
込
書
提
出
・
問
合
せ
先

　
里
庄
町
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　（
総
務
課
内
）　☎
６
４―

３
１
１
１

　
里
庄
町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
つ
ば
き
会
の
協
力
を

得
て
、
男
性
料
理
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

　
料
理
が
初
め
て
と
言
う
方
も
、
大

歓
迎
で
す
。
多
数
の
ご
応
募
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

●
日

　
　時
　
５
月
23
日
㈪

　
９
時
30
分
〜
12
時
30
分

●
場

　
　所

　
里
庄
町
福
祉
会
館
２
階
　
実
習
室

●
対
象
者

　
町
内
在
住
の
お
お
む
ね
60
歳
以
上

　
の
男
性

●
参
加
費
２
０
０
円
（
材
料
代
）

●
締
切
日
５
月
13
日
㈮
　
17
時
ま
で

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
里
庄
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
☎
６
４―

７
２
１
８

　高
め
よ
う  

ふ
る
さ
と
守
る  

防
災
意
識

　
災
害
発
生
時
の
活
動
が
間
近
で
見

お知らせのページ

まちの人口
（Ｈ28．3．31現在）

人口　　11,135人
（前月比  -31人）

男　　5,310人
女　　5,825人

世帯　4,363世帯
（前月比  ±０世帯）

里庄町の犯罪・交通事故発生状況（平成28年１月～３月累計）

そ
の
他
刑
法
犯

詐

欺

器
物
破
損

そ
の
他
の
盗
犯

金

属

盗

車
上
狙
い

オ
ー
ト
バ
イ
盗

自
転
車
盗

万

引

き

そ
の
他
侵
入
盗

事
務
所
荒
ら
し

出
店
荒
ら
し

空

き

巣

０１０６０００２００００ ０
0０１００00００００００

物
損
事
故

う
ち
死
亡
事
故

人
身
事
故

犯　　　　罪 交通事故
発 　 生

件 　 数

町 　 内
前 月 比
前 年 比

6 730

０－± ± ± ± ± － ± ± ± － ±± ＋ ±

± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ＋ ± ±

5 －13
０+ ±３ + 27

０ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 １ １ １

転 入  42人  出 生   ４人
転 出  70人  死 亡   ７人

ご

寄

附

の

お

礼

お

　礼

行
政
相
談・な
や
み
ご
と
相
談
所

（
無
料・予
約
不
要
）

里庄東駐在所　☎64－2110
里庄西駐在所　☎64－3110
玉島警察署　☎086－522－0110

パトロールさとしょうパトロールさとしょう 　３月には新庄グリーンクレストで車等を傷
つけられる器物損壊事件が発生しました。ま
た医療費の還付金詐欺も発生していますの
で、十分ご注意ください。

里
庄
町
正
規
職
員
募
集

ふ
る
さ
と
納
税
の
お
礼

夜
行
タ
ス
キ
寄
贈
の
お
礼

電
子
レ
ン
ジ
等
寄
贈
の
お
礼

男
性
料
理
教
室
参
加
者
募
集

投
票
立
会
人（
参
議
院
議
員

通
常
選
挙
）を
募
集
し
ま
す

無
料
法
律
相
談（
要
予
約
）

相

　談

募

　集

お
知
ら
せ

高
梁
川
総
合
水
防
演
習

●
日

　
　時

　
５
月
12
日
㈭
　
９
時
〜
12
時

　
６
月
１
日
㈬
　
９
時
〜
12
時

●
場

　
　所

　
里
庄
町
福
祉
会
館
２
階
　
研
修
室

●
相
談
内
容

　

　
い
じ
め
、Ｄ
Ｖ
、
隣
近
所
、
差
別
、

　
相
続
、
売
買
の
問
題
な
ど
、
ど
ん

　
な
こ
と
で
も
結
構
で
す
。

●
問
合
せ
先

　
企
画
商
工
課
☎
６
４―

３
１
１
４

　
次
の
方
々
か
ら
ご
寄
附
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

○
社
会
福
祉
協
議
会
へ

　
高
　
岡
　
　
　
髙
田
　
静
子
　
様

　
大
原
西
　
　
　
小
野
　
政
和
　
様

　
備
陽
美
術
協
会
　
　
　
　
　
　
様

　
大
原
西
　
　
　
平
野
　
節
子
　
様

　
浜
中
北
　
　
　
笠
原
　
近
幸
　
様

　
次
の
方
か
ら
ふ
る
さ
と
納
税
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

○
広
島
県
廿
日
市
市
在
住

　
中
川
　
朋
也
　
様
　
　
　
５
万
円

○
匿
名
希
望
の
方
　
　
　
　
５
万
円

　
い
た
だ
き
ま
し
た
ご
寄
附
は
潤
い

あ
る
町
づ
く
り
・
健
康
づ
く
り
事
業

　
次
の
と
お
り
里
庄
町
正
規
職
員

を
募
集
し
ま
す
。

●
職
種
お
よ
び
人
数

　
事
務
職
　
若
干
名

●
採
用
予
定
日

　
平
成
28
年
８
月
１
日
㈪

●
応
募
資
格

○
昭
和
61
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

　
れ
た
者

○
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
（
短

　
期
大
学
を
除
く
。）
を
卒
業
し
た
者

○
地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
欠
格
事

　
項
に
該
当
し
な
い
者

●
願
書
受
付
締
切

　平
成
28
年
５
月
20
日
㈮
　
17
時
必
着

●
試
験
日

　
平
成
28
年
６
月
５
日
㈰
　

※

試
験
日
程
に
つ
い
て
は
申
込
者
に

　
別
途
通
知
し
ま
す
。

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
総
務
課
　
☎
６
４―

３
１
１
１

　
天
満
屋
ス
ト
ア
労
働
組
合
か
ら
、

里
庄
町
「
四
つ
葉
の
家
」
へ
電
子
レ

ン
ジ
お
よ
び
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
寄
贈
い
た
だ
き
ま

し
た
電
子
レ
ン
ジ
等
は
、
お
菓
子
づ

く
り
な
ど
に
有
効
に
活
用
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
株
式
会
社
ト
マ
ト
銀
行
か
ら
、
町

へ
交
通
安
全
用
品
と
し
て
夜
行
タ
ス

キ
50
本
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
寄
贈

い
た
だ
き
ま
し
た
夜
行
タ
ス
キ
は
、

安
全
・
安
心
な
町
づ
く
り
の
た
め
有

効
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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20SATOSHO

ぬりたし！！！！！

岡山県浅口郡里庄町役場　〒719-0398  岡山県浅口郡里庄町大字里見1107－2　TEL.0865－64－3111
　　　　　　　　　　　　ホームページアドレス http://www.town.satosho.okayama.jp

里庄町立図書館　☎64ｰ6016　
開館時間▶９時～19時

〈児童書〉『あの日、僕らは戦場で 少年兵の告白』

〈一般書〉 
しまたけひと／著　双葉社

　青森県八戸市から福島県相馬市までの海岸沿いの自然遊歩道700キロを一つにつなげ、
歩いて震災からの復興を目指す東北の自然と文化を巡る「みちのく潮風トレイル」。3人の登
場人物が「みちのく潮風トレイル」を40日間かけて歩きます。東北の雄大な自然を見て、地元
の人と話して、おいしい物を食べて、温泉に浸かり、時には泣き、時には被災地を「観光」す
ることに迷いを感じながらも、ひたすら歩き続けるコミック。

『みちのくにみちつくる』全2巻

 4月からこどもの定例行事の曜日・開始時間が変更されました

1歳になりました

だより図書館

図書館からの

お知らせ

開閉館時間変更のお知らせ

お誕生日おめでとう　
元気一杯の仲良し兄弟
でいてね♡

皷
　
青
空
く
ん
（
里
見
）

平
成
27
年
4
月
12
日
生
ま
れ

 

つ
づ
み
　  

せ
い
あ

佐
藤
　
陽
奏
く
ん
（
里
見
）

平
成
27
年
4
月
16
日
生
ま
れ

 

さ
と
う
　
　 

ひ
な
た

１歳おめでとう♡双子
の姉に負けず、元気で
たくましく育ってね！

里庄町立図書館では、4月1日から11月末まで開閉館時間が
午前9時～午後7時まで（日・祝日は午後5時で閉館）となります。

おはなし会は第一日曜日午前10時30分～ 11時30分。対象はこれまでの「幼児～小学生」から
「年齢を問わずだれでも参加可能」に変更します。
親子で楽しむおはなし会は曜日は変わらず第一・三木曜日ですが、開催時間が午前10時30分～
午前11時30分になります。おたのしみ会の開催時間も午前10時30分～午前11時30分になります。
ホームページ、図書館だより等でご確認ください。

◆詩歌鑑賞会
　６月４日（土）13：30～15：00

◆リサイクル市
　 ６月20日（月）～27日（月）
　 雑誌を放出します。（無料） 

◆親子で楽しむおはなし会
　５月19日（木）10：30～11：30（変更しました）

（変更しました）

ＮＨＫスペシャル制作班／著　新日本出版社
　沖縄の「護郷隊」を知っていますか？第二次大戦中、沖縄でアメリカ軍と戦うために組織
された10代の少年達の少年ゲリラ部隊です。戦後70年たった今、元少年兵達が、ゲリラ部
隊の凄惨な戦いの事実を語り出しました･･･。子どもを戦場へ駆り立てていった“戦争の狂
気”。少年達は戦場で何を見たのでしょうか？

で月４４

　来月号（６月号）には、平成27年５月生まれのお子さんの写真を掲載する予定です。該当の方にはご連絡します。
　詳しくは、企画商工課広報担当（☎64－3114）へお尋ねください。

◆おはなし会
　対象/幼児～一般（大人の方大歓迎です！）
　５月８日（日）10：30～11：30

◆カメリア読書会
　５月21日（土）13：30～15：00

いっちゃんお誕生日お
めでとう♡元気にすく
すく育ってね。
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